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  今日、水産業を基幹産業のーっとしている地域、漁業地域が主体をなす市町村の多くは、

水産資源状況の悪化、後継者の減少や高齢化等による生産構造の脆弱化、漁業の国際競争

カの低下、病原性大腸菌(EHEC0―157:H―7）等による食中毒の発生、偽装表示問題の発生、

生活環境の改善の遅れなど、水産業や漁業地域を取り巻く多くの問題を抱えている。更に、

新たな課題として、漁業地域が主体をなす市町村が、合併による行政の広域化により、市

町村の一地域と化し、行政の財政逼迫による支援措置の縮小等に直面している。漁業地域

が主体であった市町村が、地域の水産業振興に重点をおいた行政施策を推進することに対

しては、納税者である漁業を生業とする住民の理解を得ることができたが、市町村合併に

より漁業関係産業に従事しない住民の割合が大半を占めるようになると、限られた行政規

模の下で、住民の理解を得ずに漁業振興策に施策の優先を置くことが困難になっている。

一方で、水産関係の行政組織や予算が縮小されるなか、広く住民の理解を得ながら効果的・

効率的な施策を検討し投入する体制も十分ではなく、結果として地域の水産業への支援体

制が縮小し、それが更に地域の水産業の疲弊を助長するという悪循環、水産業および漁業

地域の疲弊スパイラルに陥っている．。

  一方、近年の水産物の世界的需要の高まり、健康志向に合致した水産物の提供、消費流

通構造の変化、自然環境や生態系保全、国民の生命財産の保全、居住や交流の場の提供等、

多面的な機能を有する水産業およぴ漁業地域の役割に対する国民の期待が高まっている。



このような変化を契機に、自らの創意工夫と種カの制度や地域の資源を活用した新たな取

り組みにより、漁業船よび関連産業を振興させている地域もある。しかしながら、漁業地

域が置かれている情勢は均一ではなく、他の漁業地域で導入され成功した施策を導入して

も、当該漁業地域の振興に寄与するとは限らず、概して、漁業地域は疲弊し、また、漁業

地域と都市部との格差のみでなく、漁業地域間での格差も顕著となっている。国レベルで

の水産公共施策の構築においても、我が国の産業に占める水産業の経済的な役割の低下や

漁業就業者数の減少のもと、水産公共施策を推進するためには、広く国民の理解を得るこ

とが重要となっている。平成14年には、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施

行され、本法に基づき、行政機関は、その所掌に係る政策にっいて、適時にその政策効果

を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点、その他当該政策の特性

に応じて自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させることが求

められることとなった。また、その政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、

その政策の効果を、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握す

ることも必要となっている。このようななか、水産業や漁業地域の役割韜よびその役割を

発揮させるために投入される公共施策の有効性は、定量的に評価できないものも多く、定

量的に評価すべきものではないとの意見もあるものの、必要な水産公共施策、即ち、行政

が検討し投入する水産施策を着実に導入するには、その有効性を客観的かつ定量的に評価

し、漁業者を含む地域住民およぴ国民に広く理解を得ることが不可避となっている。この

ような状況を踏まえると、市町村等の地方自治体では、限られた行政規模のもと、各漁業

地域の特性を踏まえっつ、漁業地域の振興施策を漁業地域以外の地域茄よぴ漁業以外の産

業への効果を客観的・定量的に説明し、地域住民の理解を得たうえで推進する必要がある。

  また、国も漁業地域以外の地域や漁業以外の産業への効果を客観的・定量的に説明し、

国民の理解を得た上で水産公共施策を推進する必要性がある。しかしながら、水産公共施

策を導入し推進するための住民の理解を広く得る手法が確立していないのが現状であり、



地 域 に 必 要 な 水 産 公 共 施 策 の 導入 が 十分 でな い こと も否 定 でき ない 。

  本研究は、漁業地域の有する多面的機能の発揮に資する漁業行政の課題を把握すること

船よぴ漁業地域に投入されている水産関係公共事業に関係する水産公共施策の広域的な効

果を定量的に評価する手法の提案と、それによる水産公共施策の具体的な評価を行うこと

を目的に、まず、水産業およぴ漁業地域の役割に対する国民の認識と漁業に関する行政サ

ービスの変化に関する分析を行い、次いで、漁業地域に投入されている水産公共施策が漁

業者や漁業へ及ばす直接的効果に加え、他産業や他の地域の住民や国民に及ばす間接的効

果を客観的かつ定量的に評価する手法を確立し広域な便益を有する水産公共施策の導入に

よる効 果を定量的に評価し た。分析結果の概要は以下のとおりであった。

  (1)水産業および漁業地域の役割に対する国民の認識と漁業に関する行政サービスの変

化に関する分析

  水産業およぴ漁業地域のもつ多面的機能が国民に十分に認識されていない。更に、漁業

の経済的役割の低下、漁業者者数の減少等により、水産公共施策を時宜を得て効果的に投

入するためには、漁業者のみならず広く住民の理解を得ることがよりー層重要になってい

る。一方、財政逼迫等により、漁業行政の体制が縮小し、水産公共施策を策定・投入する

ための行政体制が不十分になるおそれがある。

  (2)水産公共施策を評価するための新たな手法の提案

  現行の水産公共施策の策定・評価手法では、広域的な効果まで評価することが困難であ

ることから、水産業および漁業地域のみならずその他の広域な効果も含め定量的に評価す

る手法を構築することが必要と．なっている。そこで、関係者からなるシナリオ協議会を設

置し、水産業の振興のための施策等を検討、産業連関分析を活用し定量的評価を加えつつ、

水産振興のためにすべき水産公共施策の検討、策定、評価する水産公共施策波及効果分析

手法を提案した。現行の水産関係公共事業の事業評価手法におけるB/Cの算定に本手法の

活用が可能であることが示された。
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  (3)漁業地域における新たな取り組みの評価に関する分析

  水産公共施策の投入は水産業及ぴ漁業地域のみならず他産業等を含む広域的な効果を及

ばすこと、水産公共施策波及効果分析手法は「広域的・定量的な効果評価」、「効果評価指標

の多面性」、「関係者参画と連携構築」、「フオローアップの容易性」を有することが検証され

た。今後の課題として、現存の産業連関表より圏域の産業連関表を抽出し必要な産業部門

の追加する手法およぴ外的要因に左右される価格等の変数値を推計する手法を改善してい

く必要がある。

  本研究の成果により、今日の漁業行政を取り巻く状況の変化とその課題が明確になると

ともに、公共施策全般に求められている国民への客観的かつ定量的な説明を行う手法が確

立された。今後、当該水産公共施策の評価を重ね、随時手法を改善していく必要があると

考える。
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水産公共施策策定・評価手法と当該手法による

    水 産 地 域 の 分 析 に 関 す る 研 究

  今日、水漁業を主な産業とする地域の多くは、水産資源状況の悪化、後継者の減少や高齢化等による

生産構造の脆弱化、腸炎ビブリオや病原性大腸菌、ノロウイルス等による食中毒の発生など、水産業を

取り巻く種カの問題を抱えている。更に、新たな課題として、市町村合併により水産業が産業の主体で

あった地域が辺地化し、新たな市や町において漁業関係産業に従事しない住民の割合が大半を占めるよ

うになり、限られた行政規模の下では広く住民の理解を得ずに漁業振興策に施策の優先順位を置くこと

が困難な状況になっている。多面的な機能を有する水産業及ぴ漁業地域の役割に対する国民の期待が高

まるなか、地域の資源を活用した新たな取り組みにより、水産業の振興を成功させている地域もある。

しかし、多くの市町村が水産業に関する種々の課題を抱えるなかで、広く住民の理解を得て効果的に施

策を検討し投入する体制が十分ではなく、結果として地域の水産業への支援体制が縮小され、それによ

り地域の水産業の疲弊を助長するという水産業及び漁業地域の疲弊スパイラルに陥っている。また、平

成14年に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施行され、行政機関に対し、その所掌に係る

政策について、その必要性、効率性又は有効性の観点から当該政策の特性に応じて自ら評価するととも

に、その評価の結果を当該政策に適切に反映させることが求められることとなった。このようななか、

水産業や漁業地域の役割及びその役割を発揮させるために投入される公共施策の有効性は、定量的に評

価できなぃものも多く、行政が検討し投入する水産施策を着実に導入するには、その有効性を客観的か

つ定量的に評価し、漁業者を含む地域住民及び国民に広く理解を得ることが不可避となっている。この

ような状況を踏まえると、地方自治体では限られた行政規模のもと、各漁業地域の特性を踏まえつつ、

漁業地域の振興施策の、漁業地域以外及び漁業以外の産業への波及効果を客観的かっ定量的に説明し、
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地域住民の理解を得たうえで施策を推進することが必要となっている。

  本研究は、漁業地域の有する多面的機能の発揮に資する漁業行政の課題を把握すること及ぴ漁業地域

に投入されている水産関係公共事業に関係する水産公共施策の広域的な効果を定量的に評価する手法

の提案と、それによる水産公共施策の具体的な評価を行うことを目的に、まず、水産業及ぴ漁業地域の

役割に対する国民の認識と水産業に関する行政サービスの変化に関する分析を行い、次いで、漁業地域

に投入されている水産公共施策が、漁業者や水産業へ及ばす直接的効果に加え、他産業や他の地域の住

民や国民に及ばす間接的効果を客観的かつ定量的に評価する手法を確立し、水産公共施策の導入による

効 果 を 広 域 的か つ 定 量 的 に 評 価 し た。 本研究 の審 査概 要は 以下の とお りで ある 。

1．水産業及び漁業地域のもつ多面的機能が国民に十分に認識されていないことを明らにし、漁業の経

  済的役割の低下や漁業者数の減少等がみられるなか、水産公共施策を時宜を得て効果的に投入するた

  めには、漁業者のみならず広く住民の理解を得ることがより一層重要であることを明らにした。さら

  に、財政逼迫等により、漁業行政体制が縮小し、水産公共施策を策定・投入するための行政体制が不

  十分になるおそれがあることを示した。

2．現行の水産公共施策の策定・評価手法では、広域的な効果まで評価することが困難であることから、

  水産業及び漁業地域のみならず、その他の広域な効果も含め定量的に評価する手法を構築することが

  必要であることを示した。そこで、関係者からなるシナリオ協議会を設置し、水産業の振興のための

  施策等を検討し、産業連関分析を活用して定量的評価を加えっつ、水産振興のためになすべき水産公

  共施策を策定し評価する水産公共施策波及効果分析手法を提案した。また、現行の水産関係公共事業

  の事業評価手法におけるB/Cの算定に本手法の活用が可能であることを明らかにした。

3.水産公共施策の投入は水産業及び漁業地域のみならず、他産業等を含む広域的な効果を及ぼすこと、

  水産公共施策波及効果分析手法は「広域的・定量的な効果評価」、「効果評価指標の多面性」、「関係者

  参 画と 連携 構築」 、「 フオ ロー アップ の容 易性 」を有することを明らかにした。

    なお、本研究の今後の課題として、現存の産業連関表より圏域の産業連関表を抽出し、必要な産業

  部門を追加する手法及ぴ外的要因に左右される価格等の変数値を推計する手法を改善していく必要

  があることを示した。

  以上、本研究の成果は、今日の漁業行政を取り巻く状況の変化とその課題を明らかにし、公共施策全

般に求められている国民への客観的かつ定量的な説明を行う手法を確立したものであり、これらの成果

は水産科学に寄与するところ大と考え、審査員一同は申請者が博士（水産科学）の学位を授与される資

格のあるものと判定した。
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